
令和７年度 第 12 回浜北地域分科会 次第 
 

日時：令和８年３月 26日（木）午後１時 30 分から 

場所：浜名区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 

 

１ 開 会 
 
２ 会長挨拶 

 

３ 区長挨拶 

 

４ 議 事 

(１)協議事項 

ア 浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）のパブリック・コメ 

ントの実施について                【保健総務課】資料１ 

 

(２)報告事項 

ア 令和８年度浜名区役所費（浜北地域分）の当初予算案の概要等について 

                                                   【区振興課】資料２ 

 
５ その他 
(１)２月の質問に対する回答【区振興課】資料３ 

 
(２)次回開催日程等について 

日時：令和８年４月 23 日（木） 午後１時 30 分から 

場所：浜名区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 
 
６ 閉 会 



日時： 令和８年３月26日（木）　午後１時30分から
場所： 浜名区役所　大会議室
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 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）のパブリック・コメン

トの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○背景・経緯 

・浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（市行動計画）は

平成 26(2014)年 3 月に策定した。 

・新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、令和6(2024)年

7 月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画、令和 7(2025)

年 3 月に静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画が全面改

定されたことを受け、市行動計画の改定を行う。 

対象の区協議会 中、東、西、南、北、浜北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

・改定案について説明するもの。なお、区協議会でいただいた

意見は、パブリック・コメントの意見として取り扱う。 

・本計画は、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生し

た際、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び地域経済

に及ぼす影響が最小となるよう、市としての平時の準備や感

染症発生時の対策内容を示すもの。 

・発生した感染症の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよ

う発生段階、対策項目ごとに具体的な対策の選択肢を定めた。 

【改定のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間：令和 8年 3 月 16 日～4月 16 日 

・市の考え方公表、策定・公表：令和 8年 6 月 

担当課 保健総務課 担当者 木谷 朋子 電話 453-6126 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案） 
に対するご意見をお待ちしています！ 

 
 
 

１．「浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）」とは 

  新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した際、市民の生命及び健康を

保護し、市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるよう、市としての平時

の準備や感染症発生時の対策内容を示すものです。 

  なお、本計画は、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び静岡県新型イン

フルエンザ等対策行動計画に基づき策定しているため、今回、これらの全面改定

を受けて改定を行います。 

 
２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和８年３月１６日（月）～令和８年４月１６日（木） 
 
３．案の公表先 

保健総務課、市政情報室、区役所、行政センター、支所、協働センター、ふれ

あいセンター、中央図書館、市民協働センター（中央区中央一丁目）、パブコ

メ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布 
浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 
【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 
 

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。 
※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ

ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 
①直接持参 保健総務課（保健所３階）まで書面で提出 
②郵便【はがき、封書】 
（最終日の消印有効） 

〒４３２－８５５０ 
浜松市中央区鴨江二丁目１１番２号保健総務課あて 

③電子メール hokenk@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５０－３５３５－５９４５（保健総務課） 

 
５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和８年６月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

 
６．問い合わせ先 

健康福祉部保健総務課（ＴＥＬ ０５３－４５３－６１２６） 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 
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下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 

 
 

●パブリック・コメント実施案件の概要 
●意見提出様式（参考）        
●浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）＜概要版＞ 
●浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案） 

第１部 新型インフルエンザ等対策措置法と行動計画・・・Ｐ ２ 
第２部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

・・・Ｐ ６ 
第３部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 

・・・Ｐ ２７ 
参考資料                    ・・・Ｐ ８４ 
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パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案） 

趣旨・目的 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）に基づき、新型イン

フルエンザ等による感染症危機発生時に、市民の生命及び健康を保護

し、市民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や

感染症発生時の対策内容を示すものです。 

策定（見直し）

に至った背景・

経緯 

・浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（市行動計画）は平成

26(2014)年 3 月に策定しました。 

・新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、令和6(2024)年7月に新

型インフルエンザ等対策政府行動計画（政府行動計画）、令和 7(2025)

年 3 月に静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画（県行動計画）が

全面改定されたことを受け、市行動計画の改定を行うものです。 

立案した際の 

実施機関の考え

方及び論点 

・以下の3点を基本的な考え方として改定しています。 

 ① 感染症危機に対応できる平時からの体制作り 

 ② 市民生活及び社会経済活動への影響の軽減 

 ③ 基本的人権の尊重 

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

・発生した感染症の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう発生段

階、対策項目ごとに具体的な対策の選択肢を定めました。 

 

関係法令・ 

上位計画など 

・関係法令：新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の予防及び 
感染症の患者に対する医療に関する法律等 

・上位計画：政府行動計画、県行動計画 
・関連計画：静岡県保健医療計画、浜松市感染症予防計画、浜松市健康 

危機管理基本指針、浜松市保健所健康危機対処計画（感染 
症編）、浜松市保健環境研究所健康危機対処計画（感染症） 

計画・条例等の 

策定スケジュー

ル（予定） 

令和 8 年 3 月 16 日～4月 16 日 案の公表・意見募集 

令和 8 年 6 月           市の考え方公表、策定・公表 
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パブリック・コメント意見提出様式 

～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  
 

※ご住所 
（所在地） 

 

※お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案） 

意見募集期間 令和８年３月１６日（月）～令和８年４月１６日（木） 

意見欄 

 

 
・※ご住所およびお名前が未記入の意見には、実施機関の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 
・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 
・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 
 
【提出先】 保健総務課あて 
住所    ：〒４３２－８５５０浜松市中央区鴨江二丁目１１番２号 
ＦＡＸ   ：０５０－３５３５－５９４５ 
Ｅ－ｍａｉｌ：hokenk@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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～どうやって意見を書いたらいいの？～ 

 
「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 
・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 
・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 
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浜
松
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
（
改
定
案
）
＜
概
要
版
＞

計
画
の
構
成

 
浜
松
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
（
市
行
動
計
画
）
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
特
措
法
）
に
基
づ
き
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
よ
る
感
染
症
危
機
発
生
時
に
、
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
市
民
生
活
及
び
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小

と
な
る
よ
う
、
平
時
の
準
備
や
感
染
症
発
生
時
の
対
策
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
平
成
26
年
に
策
定
し
た
。

 
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
経
験
を
踏
ま
え
、
令
和
6年

7月
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
政
府
行
動
計
画
（
政
府
行
動

計
画
）
、
令
和
7年

3月
に
静
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
（
県
行
動
計
画
）
が
全
面
改
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
市
行
動
計

画
の
改
定
を
行
う
。

１
改
定
の
経
緯

 
特
措
法
に
基
づ
き
、
政
府
行
動
計
画
及
び
県
行
動
計
画
を
踏
ま
え
て
作
成
す
る
。

 
静
岡
県
保
健
医
療
計
画
、
浜
松
市
感
染
症
予
防
計
画
、
浜
松
市
健
康
危
機
管
理

基
本
指
針
、
浜
松
市
保
健
所
健
康
危
機
対
処
計
画
（
感
染
症
編
）
、
浜
松
市
保

健
環
境
研
究
所
健
康
危
機
対
処
計
画
（
感
染
症
）
と
の
整
合
性
を
図
る
。

計
画
の
位
置
付
け

３
 
感
染
症
危
機
に
対
応
で
き
る
平
時
か
ら
の
体
制
作
り

 
市
民
生
活
及
び
社
会
経
済
活
動
へ
の
影
響
の
軽
減

 
基
本
的
人
権
の
尊
重

基
本
的
な
考
え
方

２

 
感
染
拡
大
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る

・
流
行
の
ピ
ー
ク
を
遅
ら
せ
、
医
療
提
供
体
制
の
整
備
や
ワ
ク
チ
ン
製
造
等
の
た
め
の

時
間
を
確
保

・
ピ
ー
ク
時
の
患
者
数
等
を
少
な
く
す
る
と
と
も
に
、
医
療
提
供
体
制
を
強
化
し
、

患
者
が
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

・
適
切
な
医
療
の
提
供
に
よ
り
、
重
症
者
数
や
死
亡
者
数
を
減
ら
す
。

 
市
民
生
活
及
び
地
域
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る

・
感
染
拡
大
防
止
と
社
会
経
済
活
動
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
た
対
策
の
切
替
え
を
円
滑
に
行
う
。

・
市
民
生
活
及
び
地
域
経
済
の
安
定
を
確
保
す
る
。

対
策
の
目
的
と
基
本
的
な
戦
略

４
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項 目
現

行
改
定
後

対 象 と す る

感 染 症

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
主
な
対
象

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
以
外
の
呼
吸
器
感
染
症
も
念
頭
に
記
載
を
充
実

発 生 段 階

未
発
生
期
→
海
外
発
生
期
→
国
内
発
生
期

→
国
内
感
染
期
→
小
康
期
（
５
段
階
）

準
備
期
→
初
動
期
→
対
応
期
（
３
段
階
※
対
応
期
を
４
つ
に
区
分
）

＊
準
備
期
の
取
組
を
充
実

＊
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
以
外
の
呼
吸
器
感
染
症
も
念
頭
に
、
中
長
期
的

に
複
数
の
感
染
の
波
が
生
じ
る
こ
と
も
想
定
し
、
対
応
期
を
以
下
の
４
つ
に
区
分
。
状
況
の
変
化
や
社
会

経
済
等
の
状
況
に
合
わ
せ
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
柔
軟
か
つ
機
動
的
に
対
策
を
切
り
替
え
る
。

①
封
じ
込
め
を
念
頭
に
対
応
す
る
時
期

②
病
原
体
の
性
状
等
に
応
じ
て
対
応
す
る
時
期

③
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
等
に
よ
り
対
応
力
が
高
ま
る
時
期

④
特
措
法
に
よ
ら
な
い
基
本
的
な
感
染
症
対
策
に
移
行
す
る
時
期

対 策 項 目

①
実
施
体
制
､②

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
･情

報
収
集
､

③
情
報
提
供
･共

有
､④

予
防
･ま

ん
延
防
止
､

⑤
医
療
､⑥

市
民
生
活
及
び
市
民
経
済
の
安
定

確
保

①
実
施
体
制
､②

情
報
収
集
･分

析
､③

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
､④

情
報
提
供
・
共
有
､リ

ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
､

⑤
水
際
対
策
､⑥

ま
ん
延
防
止
､⑦

ワ
ク
チ
ン
､⑧

医
療
､⑨

治
療
薬
・
治
療
法
､⑩

検
査
､⑪

保
健
､⑫

物
資
､

⑬
市
民
生
活
及
び
地
域
経
済
の
安
定
の
確
保

５
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
再
興
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

新
感
染
症

既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
と
は
、
そ
の
病
状
又
は
治
療
の
結
果

が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
(厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
て
公
表
す
る
も
の
)

指
定
感
染
症

（
感
染
症
法

※
第
６
条
第
８
項
）

既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
(政
令
で
定
め
る
も
の
）

＊
１
類
〜
３
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く

※
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

（
感
染
症
法

※
第
６
条
第
７
項
）

新
型
・
再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

新
感
染
症

（
感
染
症
法

※
第
６
条
第
９
項
）

＊
表
中
、
太
字
は
追
加
・
変
更
項
目
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発
生
段
階
に
応
じ
た
取
組
イ
メ
ー
ジ
（
１
）

６
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発
生
段
階
に
応
じ
た
取
組
イ
メ
ー
ジ
（
２
）

６

-12-



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 令和 8 年度浜名区役所費（浜北地域分）の当初予算の概要等について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

令和 8 年度浜松市予算編成における浜名区役所費（浜北

地域分）に関しては、9月開催の区協議会にて諮問を行い、

10 月開催の区協議会において答申を得た。 

この度、令和 8 年 2 月議会において当初予算案が議決さ

れたので、報告をするもの。 

対象の区協議会 浜名区協議会（浜北地域分科会） 

内  容 
令和 8 年度浜名区役所費（浜北地域分）の当初予算の概要

等について報告するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 区振興課 担当者 一島 弘明 電話 053-585-1141 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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資料２
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（千円）

R8年度
予算

A

R7年度
予算

B

増減
A-B

主な事業内容等

300,667 261,414 39,253 職員人件費を除く

1人件費

【代表会及び区協議会（浜北地域分科会）に係る
委員報酬等】

1,397 1,593 △ 196
【事業内容】
◯代表会及び地域分科会委員報酬　1,396千円
◯協働センター在席のシルバー人材センター職員報酬　1千円

2区管理運営事業

【区役所の運営や各行政センター庁舎及び公有
財産の維持管理に要する経費】

148,182 109,834 38,348

【事業内容】
◯区役所総合案内委託業務
◯なゆた浜北管理費及び修繕負担金
【主な事業】
◯[新規]（仮称）於呂自由広場運営経費　2,238千円
◯[臨時]なゆた浜北エレベーター6号機更新工事負担金　22,510千円

3協働センター等運営事業

【協働センターの管理運営に要する経費】
42,256 42,163 93

【事業内容】
◯協働センター各種維持管理委託業務
◯協働センター光熱水費執行等
【主な事業】
◯浜北地域内協働センター等管理業務委託　10,395千円
◯浜北地域内協働センター及び附設体育館電気料　6,510千円

4地区コミュニティ協議会事業（補助
金）

【各地区コミュニティ協議会の運営支援に対する
補助金】

50 250 △ 200 【事業内容】
◯地区コミュニティ協議会補助金（1地区存置・50千円）

5収入印紙売りさばき事業

【収入印紙売りさばきに要する経費】
10,921 10,722 199 【事業内容】

◯区役所内で販売する収入印紙を購入する経費　10,921千円

6区協議会運営事業

【区協議会の開催に要する経費】
85 213 △ 128 【事業内容】

◯区協議会（代表会・分科会）運営に係る消耗品等の執行　85千円

7地域力向上事業

【市民協働の理念のもと地域課題の解決による地
域力の向上に向けた助成事業等の実施に要する
経費】

16,821 17,392 △ 571

【事業内容】
◯市民提案による住みよい地域づくり助成事業　3,500千円
◯区民活動・文化振興事業　7,721千円
◯区課題解決事業　5,000千円
◯協働センターを核とした地域課題解決事業　600千円

8行政連絡事業

【地域住民に市政情報を配布及び回覧することに
要する経費】

48,528 44,221 4,307
【事業内容】
◯行政連絡文書仕分・配布、配達業務委託　10,248千円
◯行政連絡文書自治会業務委託　38,280千円

9自治会振興事業

【自治会集会所整備、防犯灯設置維持管理への
助成に要する経費】

27,535 19,722 7,813
【事業内容】
◯自治会集会所整備費助成事業（補助金）　5,900千円
◯防犯灯設置維持管理費助成事業（補助金）　21,635千円

10[新規]みんなで応援地域活性化事
業

【地域イベント等に対するクラウドファンディングを
活用した支援に要する経費】

680 - 0
【事業内容】
◯地域イベント等支援金　400千円
◯ガバメントクラウドファンディング掲載手数料　280千円

11遠州はまきた飛竜まつり開催事業負
担金

【遠州はまきた飛竜まつりの開催に対する負担
金】

0 11,090 △ 11,090

【事業内容】
◯例年5月に開催される遠州はまきた飛竜まつり実行委員会に支出する負担
金
【その他】
◯令和8年度中止、次年度以降の開催に向けて実行委員会を中心に検討中

12浜北万葉まつり開催事業

【浜北万葉まつりの開催に要する経費】
4,164 4,164 0 【事業内容】

◯浜北万葉まつり開催支援に係る業務委託費　4,164千円

13区役所デジタル運営経費

【chromebookのリース等のデジタルに要する経
費】

48 50 △ 2
【事業内容】
◯主にWeb会議用に使用するchromebookのリース料及び通信料の執行　48
千円

※令和8年3月26日開催会議資料

令和8年度浜名区役所費（浜北地域分）の概要

事　業

浜名区役所費（浜北地域分）
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別紙
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令和８年度　浜名区行事・イベント等スケジュール 2026年4月

4
4
.
5

土
・
日

NHKのど自慢
浜北文化セン
ター大ホール

NHK
浜松市
（問い合わせ
先：観光・シ
ティプロモー
ション課457-
2293）

予選会（土）
12:00～17:30
本番組（日）
11:50～13:20

アマチュア出場者が、書類審
査、会場での予選審査を経て本
番組に出場し、持ち歌を歌い採
点され競うもの。

予選会：入退場
自由
本番組：事前申
し込みが必要

主催

観光・シ
ティプロ
モーショ
ン課

4 11 土 おんぞ祭り
初生衣神社
（三ヶ日町岡本
696）

初生衣神社
090-4194-0539

14:00～16:00ご
ろ

浜松地域遺産（認定文化財）と
なっている初生衣神社の例祭。
初生衣神社は遠州織物の聖地と
も言われており、地域や遠州織
物関係者で構成される「おんぞ
奉賛会」が祭礼に参加する。

申込不要 その他
三ヶ日支
所

月 日
曜
日

予　　　定 場所
主催者

問合せ先
時間 概要

イベント
申込方法

主・共
催・その

他
関係部署

1



　　令和８年度

時間 会場

第 1 回 令和８年 4 月 23 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 2 回 5 月 28 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 3 回 6 月 25 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 4 回 7 月 23 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 5 回 8 月 27 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 6 回 9 月 24 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 7 回 10 月 15 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

※予算答申

第 8 回 11 月 26 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 9 回 12 月 24 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 10 回 令和９年 1 月 21 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 11 回 2 月 25 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

第 12 回 3 月 25 日 (木) 13:30～ 浜名区役所
大会議室

※都合により変更となる場合があります。

※会議案件により、開催しないこともあります。開催しない

　場合は、その旨を通知します。

回 開　催　日 備考

浜北地域分科会　開催日程

※原則として、毎月21日以降の
最初の木曜日(13:30～)とする


